
（新旧対照表） 

「ＡＧＥＮＴアプリ」利用規定の改定内容 

 

変更前 変更後 

 

伊予銀行「AGENT」アプリご利用規定 

（2023年 4月 22日改定） 

 

～略～ 

第１条 本アプリの内容および利用 

～略～ 

（新 設） 

～略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊予銀行「AGENT」アプリご利用規定 

（2023年 5月 27日改定） 

 

～略～ 

第１条 本アプリの内容および利用 

～略～ 

  Ｅ．振込・振替 

～略～ 

６．振込取引の利用 

（１）ご利用いただけるお客さま 

   18歳以上のお客さま 

（２）取引限度額 

Ａ．本アプリにおける取引１回および１日あたりの取引金額は、当行所定

のサービスの範囲でかつ当行所定の金額を限度とします。 

Ｂ．前号に拘わらず、振込の１回あたり、および１日あたりの取引金額（振

込手数料を含みません）は、当行所定の方法により当行所定の金額の範

囲内にてお客さま自身が指定することができるものとします。 

Ｃ．上記の限度額を超えた取引依頼については、当行は受け付ける義務を

負いません。 

（３）取扱日付 

 振込先金融機関または振込先口座によりましては翌銀行営業日扱いとな

る場合があります。当行は、振込資金と振込手数料を取引受付完了時に出

金口座から引き落とします。 

（４）訂正・組戻 

 Ａ．お客さまが本アプリを利用して行った振込について依頼内容の訂正ま

たは組戻を行う場合、運転免許証などの本人確認書類を持参のうえ最寄

りの当行本支店窓口にて当行所定の書面により手続きを依頼してくださ

い。 

Ｂ．前項において、組戻により振込先金融機関から返却された資金は「出

金口座」に入金するものとします。なお、当行が組戻を受け付ける際は、



変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

～略～ 

第２章 本人確認等 

～略～ 

２．アカウント登録時の本人確認手続き 

～略～ 

（２）ご自身による手続きの場合 

～略～ 

 

（新 設） 

 

～略～ 

（３）店頭での手続きの場合 

    ～略～ 

（新 設） 

 

    ～略～ 

第８条 免責事項 

～略～ 

当行所定の組戻手数料を原則として組戻依頼の受付時に「出金口座」か

ら引き落とすものとします。ただし、受付時に「出金口座」の残高が不

足しており組戻手数料の引落としが行えない場合については、振込先金

融機関から組戻代わり金が返却された際に、組戻手数料を差引きのうえ

「出金口座」に入金することとします。 

Ｃ．お客さまが本アプリを利用して行った取引について、振込先金融機関

から照会があった場合、当行はお客さまに対し依頼内容について照会す

る義務を負うことなく、原則として振込先金融機関に対し振込資金の返

却を依頼します。さらに当行は、振込先金融機関から返却された振込資

金を、お客さまの「出金口座」に入金するものとします。 

Ｄ．お客さまが本アプリを利用して行った振込について、入金口座なし等

の事由により振込資金が返却された場合、当行はお客さまに連絡するこ

となく、返却された振込資金を当該お客さまの「出金口座」に入金する

ものとします。 

（５）受取書の不発行 

当行は、本アプリによる振込の取扱分について「振込金受取書」の発行

は行いません。 

～略～ 

第２章 本人確認等 

    ～略～ 

２．アカウント登録時の本人確認手続き 

～略～ 

（２）ご自身による手続きの場合 

～略～ 

Ｄ．振込機能については、アカウント登録日の翌銀行営業日以降に行員が

前記各号の手続き内容を確認した後にご利用いただけます。 

～略～ 

（３）店頭での手続きの場合 

    ～略～ 

 

Ｃ．振込機能については、アカウント登録日の翌銀行営業日以降に行員が

前記各号の手続き内容を確認した後にご利用いただけます。 

 ～略～ 

第８条 免責事項 

 ～略～ 



変更前 変更後 

 

（新 設） 

 

４．本サービスの利用に関して、当行の責めに帰すべき事由によりお客さまに 

損害が生じた場合でも、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当 

行は、お客さまに直接かつ現実に生じた通常の損害についてのみその責任を 

負うものとします。 

～略～ 

第１０条 禁止事項 

～略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

４．アカウント登録したスマートフォンが紛失・盗難にあった場合は、すみや

かに当行所定の連絡先に電話にて連絡し、アカウント停止を申し出ください。

なお、申し出前に生じた損害について当行は責任を負いません。 

５．本サービスの利用に関して、当行の責めに帰すべき事由によりお客さまに 

損害が生じた場合でも、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当 

行は、お客さまに直接かつ現実に生じた通常の損害についてのみその責任を 

負うものします。 

～略～ 

第１０条 禁止事項 

～略～ 

（６）お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を

経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下こ

れらを「暴力団員等」といいます。）に該当し、または次のいずれかに該当

することが判明した場合 

Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する

こと 

Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損

害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると

認められる関係を有すること 

Ｄ．暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関

与をしていると認められる係を有すること 

Ｅ．役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有すること 

（７）お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当す

る行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、

または当行の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他上記の各項目に準ずる行為 

以  上 

以  上 


